
●意思の表出等の作成手続について 

 

令和３年１２月２４日 

日本学術会議第３２０回幹事会決定 

 

Ⅰ．意思の表出等の種類について 

１．日本学術会議法（以下「法」という。）に基づくもの 

承認は総会において行うこととし、緊急又は早期の意思の表出が求められるなど

の特段の事情があると会長が認める場合には幹事会において承認することができ

る。表出主体は学術会議とする。 

（１）答申 法第四条に基づく政府からの諮問を受けて、日本学術会議（以下「学術

会議」という。）が科学者の代表機関として、専門的見地に基づき総合的に

検討して発出する。必要に応じて、審議のための課題別委員会、幹事会附

置委員会等を設置することができる。 

（２）勧告 法第五条に基づき、学術会議が科学者の代表機関として、専門的見地に

基づき総合的に検討してその実現を強く政府に求める必要があると判断

した事項について発出する。必要に応じて、審議のための課題別委員会、

幹事会附置委員会等を設置することができる。 

 

２．日本学術会議会則（以下「会則」という。）第２条に基づくもの（要望、声明） 

承認は総会において行うこととし、緊急又は早期の意思の表出が求められるなど

の特段の事情があると会長が認める場合には幹事会において承認することができ

る。表出主体は学術会議とする。 

（１）要望 学術会議が、具体的な施策の実現を政府や関係機関等に求める必要があ

ると判断した場合に発出する。 

（２）声明 学術会議がその目的を遂行するために特に必要と考えられる事項につい

て、自らの意見を政府や関係機関、広く社会に向けて表明する場合に発出

する。 

 

３．会則第２条に基づくもの（提言、見解、回答） 

（１）提言 法第五条各号に掲げる事項に関し、学術会議が科学的知見に基づき総合

的・俯瞰的な見地から政府や関係機関、広く社会に向けた提案を発表する

必要がある場合に発出する。表出主体は学術会議とする。科学的助言等対

応委員会による査読を経た上で、幹事会において承認する。ただし、会長、

副会長及び各部の役員のすべてが委員となることとされている課題別委

員会及び幹事会附置委員会については、当該委員会での承認をもって幹事

会の承認に代えることができる。 

（２）見解 法第五条各号に掲げる事項に関し、部、委員会、分科会又は若手アカデ



ミーが、科学的知見に基づき専門的な見地から政府や関係機関、広く社会

に向けた提案を発表する、又は、社会的な議論を喚起するため多様な意見

を提示する必要がある場合に発出する。表出主体は策定した部、委員会、

分科会又は若手アカデミーとする。部等による査読を経た上で、科学的助

言等対応委員会において承認する。 

（３）回答 関係機関からの審議依頼（法第四条の諮問を除く。）事項に対し、学術会

議が科学者の代表機関として、専門的見地に基づき総合的に検討して発出

する。表出主体は学術会議とする。必要に応じて、審議のための課題別委

員会、幹事会附置委員会等を設置することができる。科学的助言等対応委

員会による査読を経た上で、幹事会において承認する。 

 

４．会則第２条に基づくもの（報告） 

報告 法第五条各号に掲げる事項に関し、部、委員会、分科会又は若手アカデミ

ーが審議の結果を発表するもの。表出主体は当該部、委員会、分科会又は若

手アカデミーとする。日本学術会議の運営に関する内規（平成１７年１０月

４日日本学術会議第１回幹事会決定）第３条の規定に基づき、科学的助言等

対応委員会、部、課題別委員会、機能別委員会又は幹事会附置委員会におい

て承認する。 

 

５．日本学術会議会則第３条に基づくもの（国際活動） 

共同声明 諸外国のアカデミー等と共同で取りまとめて、それらの会長等との連

名により公表するもの。取りまとめに当たり、幹事会はその内容につい

て会長に助言を行うことができる。 

 

６．手続 

  上記１．～５．については、当該意思の表出を発出した後の直近に開催される総

会に報告するものとする（総会において承認されたものを除く。）。 

 

 

Ⅱ．意思の表出の手続について 

１．諮問又は審議依頼への対応 

  政府からの諮問又は関係機関からの審議依頼を受けたときは、幹事会は、諮問に

対する答申又は審議依頼に対する回答の審議を行う部、委員会、分科会又は若手ア

カデミー（以下「分科会等」という。）を決定する。幹事会は、必要に応じ、審議の

ための課題別委員会、幹事会附置委員会等を設置することができる。 

 

２．提案 

（１）分科会等が意思の表出（答申、勧告、要望、声明、提言、見解、回答又は報告）



を行うことを希望する場合、分科会等の長は、その分科会等が所属する部又は委

員会その他の関係する分科会等との調整を行った上で、科学的助言等対応委員会

に意思の表出を行おうとする検討課題、意思の表出の種類、意思の表出を行う時

期等を申し出る。（別紙様式１） 

（２）科学的助言等対応委員会は、申し出のあった検討課題について、過去１０年間

に行われた意思の表出との関連等について検討し、当該検討課題の申し出を行っ

た分科会等の長に分科会等の審議において留意すべき事項等について助言を行

う。 

（３）科学的助言等対応委員会は、分科会等が勧告、要望、声明又は提言（以下「提

言等」という。）の発出を希望する場合、以下の事項を満たしているか確認する。 

  ① 個別分野のみに関わり学協会等で代替可能ではないか。 

  ② 読者・名宛人を明確にして立案しているか。 

  ③ 関係する市民や団体、関係機関などとの意見交換の場を設けているか。 

  ④ 異論に対する公平な取り扱いがなされているか。 

  ⑤ グローバルな議論の状況に十分な目配りがなされているか。 

  ⑥ 関係する委員会・分科会との連携がなされているか。 

  ⑦ 提言等発出後も、関係する市民や団体、関係機関との意見交換や公開シンポ

ジウムを行うなど、提言等の実現に努力するか。 

（４）分科会等が提言等の発出を希望する場合、分科会等の長は、その分科会等が所

属する部又は委員会その他の関係する分科会等との調整を行った上で、科学的助

言等対応委員会に提言等の骨子を提出する。（別紙様式２） 

（５）科学的助言等対応委員会は、提出された骨子の内容に基づき、適切な意思の表

出の種類（見解又は報告を含む。）、意思の表出の案の作成において留意すべき事

項等について当該骨子を提出した分科会等の長に助言を行う。 

（６）科学的助言等対応委員会は、分科会等が想定している意思の表出の種類とは異

なる種類とすることを助言しようとする場合には、あらかじめ当該骨子を提出し

た分科会等の意見を聴く。 

（７）分科会等が科学的助言等対応委員会による助言に不服がある場合には、当該分

科会等の長は幹事会に対して申立てを行うことができる。 

（８）申立てを受けた幹事会は、申立てを行った分科会等の長、科学的助言等対応委

員会の長その他の関係者から意見を聴いて、当該申立てに対する幹事会としての

判断を示す。この場合において、科学的助言等対応委員会を組織する者は、申立

てに関する審議に加わらないこととする。 

（９）申立てを行った分科会等の長は、幹事会が示した当該判断の趣旨を尊重して意

思の表出を行う。 

（１０）幹事会は、総合的・俯瞰的な見地からの科学的助言が必要であると認める検

討課題があるときは、当該検討課題に関係する分科会等に意思の表出の案の作成

を依頼することができる。この場合において、幹事会が複数の分科会等に対して



共同して案の作成を依頼することも妨げない。 

（１１）意思の表出（報告を除く。）の案の作成に当たっては、検討課題に関し、社会

の多様な問題関心等に留意することや適切な情報収集を図ること等を目的とし

て、学協会、政策関係者、専門職団体、産業界、市民、ＮＧＯ・ＮＰＯ等の関係

団体との意見交換を行う。その際、法第３条に定める職務の独立性が確保される

よう留意する。 

 

３．査読及び審議 

（１）勧告、答申、要望、声明、提言又は回答 

① 分科会が勧告、答申、要望、声明、提言又は回答（以下「勧告等」という。）

の案を作成したときは、分科会の長は、その分科会が置かれる委員会に案を提

出することとし、当該委員会による査読を受けるとともに、当該委員会から科

学的助言等対応委員会の査読を求めることについての承認を得る。分野別委員

会に置かれる分科会の場合には、その分科会が置かれる委員会は、承認した案

に関し、意義、委員会における審議経過、２（３）①～⑦を満たしていること

を確認した旨等を記載した査読結果報告書を作成する。（別紙様式３） 

② 前項の承認を得た場合には、分科会の長は、科学的助言等対応委員会に勧告

等の案を提出し、科学的助言等対応委員会による査読を受ける。分野別委員会

に置かれる分科会の場合には、分科会の長は、承認を得た委員会が作成した査

読結果報告書を添付する。 

③ 部、委員会又は若手アカデミーが勧告等の案を作成したときは、その長は、

科学的助言等対応委員会に案を提出し、科学的助言等対応委員会による査読を

受ける。 

④ 科学的助言等対応委員会による査読は、当該委員会を組織する者又は当該委

員会委員長が指名する者（会員又は連携会員でない者も含む。）により行う。そ

の際、学術会議の独立性が担保されることを前提に、会員又は連携会員でない

者で当該課題について専門的知識を有する者を加えることを原則とする。また、

勧告等の案が法律の制定改廃又は教育課程の改編に係る提案を内容とする場合

など、科学的助言等対応委員会の長が必要と認めるときは、当該分野を専門と

する者（会員又は連携会員でない者を含む。）の意見を聴く。 

⑤ 科学的助言等対応委員会による査読を終了した場合には、分科会等の長（分

科会の場合は当該分科会が置かれる委員会の委員長）は、幹事会に勧告等の案

を提出する。 

⑥ 幹事会は、分科会等に対し、勧告等の案における問題点を指摘するとともに、

その修正を求めることができる。また、査読を行った委員会又は科学的助言等

対応委員会に対し、改めて査読の実施を求めることができる。 

 

 



（２）見解 

① 分科会（分野別委員会に置かれるものに限る。）が見解の案を作成したときは、

分科会の長は、その分科会が置かれる委員会に案を提出することとし、当該委

員会による査読を受けるとともに、当該委員会から部の査読を求めることにつ

いての承認を得る。当該委員会は、承認した案に関し、意義、委員会における

審議経過、⑧ア）～オ）を満たしていることを確認した旨等を記載した査読結

果報告書を作成する。（別紙様式３） 

② 前項の承認を得た場合には、分科会の長は、承認を得た委員会が作成した査

読結果報告書を添付して、所属する部に見解の案を提出することとし、当該部

による査読を受けるとともに、当該部から科学的助言等対応委員会の審議を求

めることについての承認を得る。 

③ 分野別委員会又は部に置かれる分科会が見解の案を作成したときは、その長

は、所属する部に見解の案を提出することとし、当該部による査読を受けると

ともに、当該部から科学的助言等対応委員会の審議を求めることについての承

認を得る。 

④ 分科会（分野別委員会又は部に置かれるものを除く。）が見解の案を作成した

ときは、分科会の長は、その分科会が置かれる委員会に案を提出することとし、

当該委員会による査読を受けるとともに、当該委員会から科学的助言等対応委

員会の審議を求めることについての承認を得る。 

⑤ ②～④の承認を得た場合には、分科会の長又は分野別委員会の長は、科学的

助言等対応委員会に見解の案を提出する。 

⑥ 部、委員会（分野別委員会を除く。）又は若手アカデミーが見解の案を作成し

たときは、その長は、科学的助言等対応委員会に案を提出する。 

⑦ 科学的助言等対応委員会は、分科会等に対し、見解の案における問題点を指

摘するとともに、その修正を求めることができる。また、査読を行った部又は

委員会に対し、改めて査読の実施を求めることができる。 

⑧ ②～④の部及び委員会における査読並びに⑥の科学的助言等対応委員会にお

ける審議においては、以下の事項を満たしているか確認する。ただし、以下の

事項が満たされていないと認められる場合には、分科会等の長に対し、その理

由の説明を求めることができる。 

  ア）個別分野のみに関わり学協会等で代替可能ではないか。 

   イ）読者・名宛人を明確にして立案しているか。 

   ウ）関係する市民や団体、関係機関などとの意見交換の場を設けているか。 

   エ）異論に対する公平な取り扱いがなされているか。 

   オ）グローバルな議論の状況に十分な目配りがなされているか。 

 

（３）報告 

① 分科会（分野別委員会に置かれるものに限る。）が報告の案を作成したとき 



は、分科会の長は、その分科会が置かれる委員会に案を提出することとし、当

該委員会による査読を受けるとともに、当該委員会から部の審議を求めること

についての承認を得る。当該委員会は、承認した案に関し、意義、委員会にお

ける審議経過等を記載した査読結果報告書を作成する。（別紙様式３） 

② 前項の承認を得た場合には、分科会の長は、承認を得た委員会が作成した査

読結果報告書を添付して、所属する部に報告の案を提出する。 

③ 分野別委員会又は部に置かれる分科会が報告の案を作成したときは、その長

は、所属する部に案を提出する。 

④ 分科会（分野別委員会又は部に置かれるものを除く。）が報告の案を作成した

ときは、分科会の長は、その分科会が置かれる委員会に案を提出する。 

⑤ 部、委員会（分野別委員会を除く。）又は若手アカデミーが報告の案を作成し

たときは、その長は、科学的助言等対応委員会に案を提出する。 

⑥ 部、課題別委員会、機能別委員会、幹事会附置委員会又は科学的助言等対応

委員会は、分科会等に対し、報告の案における問題点を指摘するとともに、そ

の修正を求めることができる。また、査読を行った委員会に対し、改めて査読

の実施を求めることができる。 

 

（４）査読を受けないときの承認の手続 

（２）及び（３）において、見解又は報告の案が部又は委員会の査読を受けない

こととなるときは、案の提出を受けた科学的助言等対応委員会、部、課題別委員会、

機能別委員会又は幹事会附置委員会は、案を審議し、承認するに当たり、査読に準

じた対応をとることができる。 

 

（５）複数の分科会等が意思の表出の案を作成する場合の査読の手順 

  複数の部、委員会、分科会又は若手アカデミー（以下「分科会等」という。）が意

思の表出の案を作成する場合において、意思の表出の案を査読することとされてい

る部又は委員会（以下「査読組織」という。）が複数あるときは、査読は以下のいず

れかの手順により行うものとする。いずれの手順とするかについては、作成の中心

となった分科会等（以下「主たる分科会等」という。）の査読組織が決定する。 

 ① 関連するすべての査読組織が、それぞれ所属する１名以上の会員又は連携会員

を推薦して合同査読チームを構成する。合同査読チームの責任者は、主たる分科

会等の査読組織に所属する者から、合同査読チームの互選によって選出する。合

同査読チームが当該意思の表出の案について査読した場合は、すべての査読組織

が査読したものとみなす。 

② 関連する査読組織のうち、主たる分科会等の査読組織のみが当該意思の表出の

案について査読を行う。この場合は、その他の関連する査読組織のすべてが査読

したものとみなす。主たる分科会等の査読組織は、その他の関連する査読組織の

協力を求めることとする。 



Ⅲ．査読における確認事項について 

意思の表出の種類にかかわらず、科学的助言等対応委員会、部等における査読に

おいて確認を行うべき事項は、主に以下のとおりとする。なお、科学的助言等対応

委員会、部等の判断で査読の具体的な手順、査読期間の目安等について別に定める

ことを妨げない。 

①日本学術会議における過去１０年間の公表文書、直近に公表予定の文書等との通

時的な整合性 

②科学者の内外に対する代表機関が発信するに相応しい論理性と倫理性 

③内容の実行可能性と実現可能性 

④読みやすさ、簡潔な要旨 

⑤記述・主張を裏付けるデータ、適切な引用、出典・参考文献の明記 

⑥利益誘導と誤解されることのないような配慮 

⑦異なる意見の公平な取扱い 

⑧委員会・分科会の設置趣旨との整合性 

⑨意思の表出の種類と内容の整合性 

⑩勧告、要望、声明、提言（以下「提言等」という。）とする場合に特に確認を要す

る事項（見解の場合は、ア）～オ）に準拠している旨を部又は委員会等において

適切に確認されていることの確認を行う。） 

ア）個別分野のみに関わり学協会等で代替可能ではないか。 

イ）読者・名宛人を明確にして立案しているか。 

ウ）関係する市民や団体、関係機関などとの意見交換の場を設けているか。 

エ）異論に対する公平な取り扱いがなされているか。 

オ）グローバルな議論の状況に十分な目配りがなされているか。 

カ）関係する委員会・分科会との連携がなされているか。 

キ）提言等発出後も、関係する市民や団体、関係機関との意見交換や公開シンポ

ジウムを行うなど、提言等の実現に努力するか。 

 

 

Ⅳ．意思の表出の様式について 

１．日本学術会議の意思の表出に係る様式及び作成付属資料 

  意思の表出を行う際には、原則として（１）の様式に従うとともに、（２）の付属

資料を作成するものとする。 

（１）様式 

日本学術会議が行う意思の表出は別紙様式４により作成する。 

 

（２）付属資料 

   意思の表出に当たっては、以下①から③の資料を別途作成する。また、必要の

ある場合には、④を作成する。 



① 提言等の提出チェックシート（別紙様式５） 

② 意思表出補足資料（別紙様式６） 

③ 記者発表用要旨（別紙様式７） 

④ 平易な普及用資料（１ページ程度で読み手が全体像を把握できるもの） 

 

２．エビデンスの記載及び提出 

意思の表出を行う際のエビデンス（科学的根拠や論拠）を示すため、元のデータ

及び資料（元のデータ若しくは資料を作成した者が加工したものを含む。）の出所

を、本文中の図表、参考文献欄又は注釈に記載するとともに、個々のデータ及び資

料（図に関しては復元可能なようにプロットデータ、計算式等も含む。）は、あらか

じめ幹事会に提案する前に、公開に関する取扱いの情報を付して、事務局に提出す

ることとする（参考資料として添付する場合はこの限りではない。）。出版物から引

用する場合には、著作権の扱いについて特に留意することとする。 

事務局における確認作業において、本文中の記載の修正の必要が判明した場合に

は、作成者が必要な修正を施すこととする。 

 

３．事後的な評価の作成 

勧告、答申、要望、声明、提言、回答及び見解については、作成を担った分科会

等の役員の責任においてフォローアップ・レポート（別紙様式８）を作成し、意思

の表出を行った日から１年後速やかに科学的助言等対応委員会に報告するものと

する。 

勧告、答申、要望、声明、提言及び回答については、作成を担った分科会等の役

員の責任においてインパクト・レポート（別紙様式９）を作成し、意思の表出を行

った日から３年以内に科学的助言等対応委員会に報告するものとする。 

勧告、答申、要望、声明、提言、回答又は見解の作成を担った分科会等が継続し

て置かれていない場合であって、その分科会等が所属する部又は委員会があるとき

は、当該部又は委員会の役員若しくは当該部又は委員会が指名する分科会等の役員

がフォローアップ・レポート又はインパクト・レポートを作成することとし、分科

会が所属する部又は委員会がないときは、別に幹事会が指名する者がフォローアッ

プ・レポート又はインパクト・レポートを作成することとする。 

 

 

Ⅴ．周知方法について 

１．公表等 

日本学術会議が行う意思の表出は、日本学術会議ウェブサイト及び報道発表によ

り公表することを原則とし、必要に応じ、記者会見等をあわせて行うことができる。

また、意思の表出の内容に応じ、関係する学協会その他の機関又は団体に対しても

個別に周知を行う。 



２．政府内への周知方法 

日本学術会議の意思の表出の政府内への周知方法については、以下のとおり取り

扱うこととする。ただし、会長が必要があると認める場合には、以下にかかわらず、

別の取扱いをすることができるものとする。 

種類 表出主体 周知方法 

勧 告 学術会議 

・会長より、内閣総理大臣に対して、手交（手交の際は内閣

総理大臣宛て会長名の公文書を添付する。）。 

・会長より、各大臣（内閣総理大臣を除く。）宛て、公文書を

添付し配付。 

・事務連絡により、内閣官房副長官、内閣官房副長官補（内

政）、内閣総務官及び各府省に配付（会長がこれらに準ずる

と認める配付先がある場合には、当該配付先にも併せて配

付するものとする。）。 

要 望 

声 明 

提 言 

学術会議 

・会長より、各大臣宛て、公文書を添付し配付。 

・事務連絡により、内閣官房副長官、内閣官房副長官補（内

政）、内閣総務官及び各府省に配付（会長がこれらに準ずる

と認める配付先がある場合には、当該配付先にも併せて配

付するものとする。）。 

見 解 

報 告 

部、委員

会、分科

会又は若

手アカデ

ミー 

・事務連絡により、各府省に配付（会長がこれに準ずると認

める配付先がある場合には、当該配付先にも併せて配付す

るものとする。）。 

答 申 学術会議 

・会長より、諮問者に対して、答申を手交（手交の際は諮問

者宛て会長名の公文書を添付する。）。 

・必要に応じ、事務連絡により、各府省に配付（会長がこれ

に準ずると認める配付先がある場合には、当該配付先にも

併せて配付するものとする。）。 

回 答 学術会議 

・会長より、審議依頼者に対して、回答を手交（手交の際は

審議依頼者宛て会長名の公文書を添付する。）。ただし、審

議依頼者が大臣、副大臣及び大臣政務官（会長がこれらに

準ずると認める者を含む。）のいずれでもない場合には、審

議依頼者あて会長名の公文書を添付し、送付することで代

えることができる。 

・必要に応じ、事務連絡により、各府省に配付（会長がこれ

に準ずると認める配付先がある場合には、当該配付先にも

併せて配付するものとする。）。 

※Ｇサイエンス学術会議の共同声明等については、勧告の取扱いに準じる。 



Ⅵ．英訳の取扱いについて 

１．目的 

日本学術会議が、国際的な情報発信力を強化し、より戦略的・効果的な発信を行

うため、法第４条に定める諮問に対する答申、同法第５条に定める勧告、会則第２

条に定める意思の表出（要望、声明、提言、見解、報告、回答）の英訳（要旨を含

む。）を作成する場合の手続きを以下のとおり定める。 

 

２．要旨の英訳の作成 

提言及び見解については、日本語の意思の表出が承認された後、元となる意思の

表出を策定した分科会等が要旨の英訳を作成する。事務局は予算等の状況に応じて

英訳の校閲を支援する。 

 

３．英訳の作成 

勧告、答申、要望、声明、提言、見解、報告及び回答については、日本語の意思

の表出が承認された後、元となる意思の表出を策定した分科会等が本文の英訳を作

成することに努める。事務局は予算等の状況に応じて本文の英訳及び英訳の校閲を

支援する。 

 

４．内容の同一性 

英訳については、元となる日本語の意思の表出と同じ内容であることを原則とす

る。 

 

５．英訳の責任主体 

英訳については、元となる意思の表出を策定した分科会等の責任において、元と

なる意思の表出と英訳との間に齟齬がないことを確認し、公表する。また、英訳の

冒頭で、元となる意思の表出の英訳であることを明記する。 

 

６．幹事会への報告 

英訳を作成した際には、外部に公表する前に、作成の事実と作成した文書の概要

等を幹事会へ報告することとする。やむを得ず公表前に報告することができなかっ

た場合には、公表後直近の幹事会へ報告することとする。 

 

７．周知方法 

  意思の表出の本文の英訳及び要旨の英訳は、日本学術会議ウェブサイトで公表す

る。 

 

 

 



８．意思の表出の名称の英訳 

意思の表出の名称の英訳を、以下のとおり定める。 

意思の表出 英訳 

勧告 Recommendation to the Government 
答申 Findings Report 
要望 Request 
声明 Statement 
提言 Recommendation 
見解 Advisory Opinion 
報告 Report 
回答 Response 
（参考）「記録」の英訳は「Record」とする。（「外部へ公表する文書の取扱いについ

て」（平成２０年１月２４日日本学術会議第５０回幹事会決定）） 

 

９．委員会等の名称の英訳 

 委員会等の名称の英訳を、以下のとおり定める。 

組織名（和文） 英 訳 

日本学術会議 Science Council of Japan 
会員 Council Member 
連携会員 Associate Member 
特任連携会員 Designated Associate Member 
会長 President 
副会長 Vice-President 
科学者委員会担当副会長 Vice-President for Organizational Management 
科学と社会委員会担当副会長 Vice-President for Liaison with Government and 

Society 
国際委員会担当副会長 Vice-President for International Affairs  
第一部 SectionⅠ 
第二部 SectionⅡ 
第三部 SectionⅢ 
部長 Chairperson of Section● 
副部長 Vice-Chairperson of Section● 
幹事 Secretary 
総会 General Assembly 
幹事会 Executive Board 
部会 Section Meeting 
連合部会 Joint Section Meeting 



機能別委員会 Administrative Committee  
選考委員会 Nomination Committee 
科学者委員会 Committee for Scientific Community 
科学と社会委員会 Committee for Science and Society 
国際委員会 Committee for International Affairs 

分野別委員会 Disciplinary Area committees 
言語・文学委員会 Committee on Language and Literature 
哲学委員会 Committee on Philosophy 
心理学・教育学委員会 Committee on Psychology and Education Studies 
社会学委員会 Committee on Sociology 
史学委員会 Committee on History  
地域研究委員会 Committee on Area Studies  
法学委員会 Committee on Law 
政治学委員会 Committee on Political Science  
経済学委員会 Committee on Economics 
経営学委員会 Committee on Management and Business Studies 
基礎生物学委員会 Committees on Basic Biology 
統合生物学委員会 Committee on Integrative Biology  
農学委員会 Committee on Agricultural Science 
食料科学委員会 Committee on Food Science 
基礎医学委員会 Committee on Basic Medical Sciences 
臨床医学委員会 Committee on Clinical Medicine 
健康・生活科学委員会 Committee on Health and Human Life Science 
歯学委員会 Committee on Dentistry 
薬学委員会 Committee on Pharmaceutical Sciences 
環境学委員会 Committee on Environmental Studies 
数理科学委員会 Committee on Mathematical Science 
物理学委員会 Committee on Physics 
地球惑星科学委員会 Committee on Earth and Planetary Science 
情報学委員会 Committee on Informatics 
化学委員会 Committee on Chemistry 
総合工学委員会 Committee on Comprehensive Synthetic Engineering 
機械工学委員会 Committee on Mechanical Engineering 
電気電子工学委員会 Committee on Electrical and Electronic Engineering 
土木工学・建築学委員会 Committee on Civil Engineering and Architecture 
材料工学委員会 Committee on Material Engineering   



課題別委員会 Issue-oriented Committees 
防災減災学術連携委員会 Committee on Academic Collaboration for Disaster 

Reduction 
フューチャー・アースの推

進と連携に関する委員会 

Committee for the Promotion and Cooperation of 
Future Earth 

循環経済を活かし自然再興

と調和する炭素中立社会へ

の移行に関する検討委員会 

Committee for Transition to Carbon-Neutral Society 
Harmonized with Nature Restoration by Employing 
Circular Economy 

我が国の学術の発展・研究

力強化に関する検討委員会 

Committee for Academic Development and 
Enhancement of Research Capability in Japan 

学術を核とした地方活性化

の促進に関する検討委員会 

Committee for the Promotion of Academic-Based 
Regional Revitalization 

委員会 Committee (on ●●) （原則） 
分科会 Subcommittee (on ●●) 
小分科会 Working Subcommittee (on ●●) 
小委員会 Working Group (on ●●) 
連絡会議 Liaison Committee 
委員長 Chair of Committee on ●● 
副委員長 Vice-Chair of Committee on ●● 
（委員会）幹事 Secretary 
地区会議 Regional Conference 
若手アカデミー Young Academy 
協力学術研究団体 Partnership with academic societies 
事務局 Secretariat 
事務局長 Director - General 
事務局次長 Deputy Director - General  
課長/参事官 Director 
企画課長 Director, Planning Division 
管理課長 Director, Management Division 
参事官（審議第一） Director, Division for Scientific Affairs Ⅰ 
参事官（審議第二） Director, Division for Scientific Affairs Ⅱ 
参事官（国際業務） Director, Division for International Affairs  
課長補佐/参事官補佐 Deputy Director 
係長/専門職 Unit Chief 
係員/専門職付 Official 
企画課 Planning Division 



管理課 Management Division 
参事官室（審議第一） Division for Scientific Affairs Ⅰ 
参事官室（審議第二） Division for Scientific Affairs Ⅱ 
参事官室（国際業務） Division for International Affairs  

 

  附 則（令和３年１２月２４日日本学術会議第３２０回幹事会決定） 

（施行期日） 

１．この決定は、日本学術会議会則の一部を改正する規則（令和３年日本学術会議規

則第１号）の施行の日（令和４年１月１日）から施行する。ただし、「Ⅳ．意思の表

出の様式について」のうち、「３．事後的な評価の作成」の規定は、この決定の施行

後に発出した意思の表出について適用し、この決定の施行前に発出した意思の表出

については、なお従前の例による。 

（関係する決定の廃止） 

２．日本学術会議の意思の表出における取扱要領（平成１８年６月２２日日本学術会

議第１８回幹事会決定）、部、課題別委員会及び幹事会の附置委員会による勧告・要

望・声明・提言・報告の作成手続きに関するガイドライン（平成１９年５月２４日

日本学術会議第３８回幹事会決定）、日本学術会議の意思の表出の政府内への周知

方法について（平成２２年２月２５日日本学術会議第９０回幹事会決定）及び表出

主体が複数ある場合の査読の手順について（令和２年３月２６日日本学術会議第２

８８回幹事会申合せ）は、廃止する。 

 （見直し） 

３．幹事会は、この決定の施行後１年を目途として、この決定の施行の状況について

検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

 

附 則（令和４年２月２４日日本学術会議第３２２回幹事会決定） 

 （施行期日） 

１．この決定は、決定の日から施行する。ただし、附則１．ただし書の規定は、日本

学術会議会則の一部を改正する規則（令和３年日本学術会議規則第１号）の施行の

日（令和４年１月１日）から施行する。 

（関係する決定の廃止） 

２．意思の表出等の英訳の取扱いについて（平成２８年６月２４日日本学術会議第２

３０回幹事会決定）は、廃止する。 

 

附 則（令和４年１０月５日日本学術会議幹事会決定） 

 （施行期日） 

１．この決定は、決定の日から施行する。 

（関係する決定の廃止） 



２．日本学術会議の組織の英訳（平成２０年１０月２３日日本学術会議第６７回幹事

会決定）は、廃止する。 

 

附 則（令和７年４月１５日日本学術会議第３８４回幹事会決定） 

この決定は、決定の日から施行する。 


